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重 要 事 項 説 明 書                     

 

 指定通所介護サービスを提供するにあたり、当事業所があなたに説明すべき事項は、次のとおりです。 

（令和８年２月１日現在） 

 

１．事業者  

  

２．事業所 

 

   事 業 所 の 名 称               とくぢ苑デイサービスセンター  

   事 業 所 の 所 在 地               山口市徳地八坂１３３０  

   都道府県知事指定番号      山口県３５７７５０００７１号  

   管 理 者 名              林 正則  

   電 話 番 号               ０８３５－５６－００１０  

   Ｆ Ａ Ｘ 番 号              ０８３５－５６－１０００  

 

３．当事業者が併せて実施する事業      

                                                           

事業の種類 
山口県知事の事業者指定 

利用定数 
指定年月日 指 定 番 号 

介 護 老 人 福 祉 施 設 平成 12年 4月 1日 3577500063 ５４人 

地 域 密 着 型 介 護 老 人 

福 祉 施 設 入 所 者 介 護 
平成 26年 4月 1日 3590300285 ２０人 

通 所 介 護 

通 所 型 独 自 サ ー ビ ス 

平成 12年 4月 1日 

平成 28年 10月 1日 
3577500071 

４０人 

１５人 

短 期 入 所 生 活 介 護 

   介護予防短期入所生活介護 
平成 12年 4月 1日 3577500063 １２人 

居 宅 介 護 支 援 平成 12年 4月 1日 3577500014  

認知症対応型共同生活介護 
介護予防認知症対応型共同生活介護 

平成 15年 4月 1日 3577500113  ９人 

高 齢 者 生 活 支 援 ハ ウ ス 平成 15年 4月 1日  １２人 

 

 

 

 

 

 

 

 

     社会福祉法人 佐 波 福 祉 会  

  主たる事務所の所在地     山口市徳地八坂１３３０  

  法 人 種 別                社 会 福 祉 法 人  

  代 表 者 の 氏 名                理事長  水津 征洋  

 電  話  番  号    ０８３５－５６－１３０６  
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４．当事業所の事業目的と運営方針   

                                                            

 
事  業  目  的 要介護者等に対し、通所による適切な介護サービスを提供する。 

 

  １．「日常生活上の基本動作がほぼ自立し、状態の維持・改善  

 運     営   可能性の高い」軽度ご利用者の状態に即した自立支援と  

   「目標指向型」のサ－ビス提供を行う。  

 方     針 ２．市町､居宅介護支援事業者､他の居宅サービス事業者､  

 
 

  その他保健・医療サービス及び福祉サービスを提供する 

  者との連携に努める。 

 

５．当事業所の営業日及び営業時間             

                                              

   祝日を含む月曜日から土曜日までとする。  

   営 業 日            但し、１２月３０日から１月３日まで並びに天災その他やむ  

  を得ず業務を遂行できない日を除く。  

 営  業  時  間  ８時から１７時まで  

 サ ー ビ ス 提 供 時 間            原則として９時から１６時１５分まで  

 

６．当事業所の利用定員     

                                                                

 
利 用 定 員           

 １ 日  ４０名（介護予防・日常生活支援総合事業 

通所型独自サービスを含む） 
 

 

７．通常の事業の実施地域    

                                                                

   実 施 地 域           山口市徳地地域  

 

８．当事業所の職員体制     

                                                                        

   区 分             

     従 業 者 の 職 種         従業者の員数 常 勤       非 常 勤        

   専 従 兼  務 専  従 兼  務  

     管 理 者          １名  １名    

     生 活 相 談 員          ３名 １名 ２名    

     介 護 職 員         １８名  １２名  ６名  

     看 護 職 員          ９名  ６名  ３名  

     機能訓練指導員          １０名  ６名  ４名  

     事  務  職  員  １名  １名    
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９．当事業所の主な職種          

                                                               

 職     種 勤務体制および職務内容  

 

 

 

 

１.管  理  者 

 

 

勤務時間 ８：００～１７：００ 

 

 センターの従業員の管理及び業務の管理を一元的に行い、従業者に対

し、指揮命令を行うものとします。 

 

２.生 活 相 談 員 

 

 

 

勤務時間 ８：００～１７：００ 

      

利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが

提供されるよう、センター内のサービスの調整、居宅介護支援事業

者等他の機関との連携において必要な役割を果たします。 

３．介 護 職 員       
勤務時間 ８：００～１７：００ 

     

 
 

 通所介護の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、利用

者に対し、適切な介助を行います。 

 ※原則として、職員１名あたり利用者５名のお世話をします。 

 

 

４．看 護 職 員       

 勤務時間 ８：００～１７：００ 

      

 健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確に把握する

とともに、利用者が各種サービスを利用するために必要な処置を行いま

す。 

 

   ※原則として、１名の看護職員が勤務します。  

 

 ５．機能訓練指導員         

 勤務時間 ８：００～１７：００ 

      

 利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するために、必

要な訓練を機能訓練等を行います。 

 

  サービス時間に機能訓練を実施いたします。  

６.事 務 職 員 

勤務時間 ８：３０～１７：３０ 

 

必要な事務に当たるものとします。 

 

１０．当事業所の職員の順守事項       

                                   

   １. 本所の職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た入  

       所者又は家族の秘密を漏らしてはならない。なお、本所は  

       本所の職員であった者に、業務上知り得た利用者又は家族  

       の秘密を保持させる為に、職員でなくなった後においても  

     秘 密 保 持      これらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内  

       容とする。  

   ２．本所の職員は、サービス担当者会議等において、利用者の  

       個人情報を用いる場合にはその利用者の同意を、利用者の  

       家族の個人情報を用いる場合はその家族の同意を、あらか  

       じめ文書により得るものとする。  
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１１. 当事業所の介護サービスの概要    

                                                       

 サービスの種類         内               容  

   ・管理栄養養士の献立による栄養のバランス、身体の状況、嗜  

    好を考慮した食事を提供します。  

 食 事 サ ー ビ ス          ・ご利用者の自立支援の為、離床して食事を取って頂くよう配  

     慮しています。  

   ・ご利用者の身体的能力に応じて、食事摂取介助を行います。  

   ・一般浴槽と特殊浴槽を用意しており、ご利用者の身体状況に  

     応じた入浴が可能です。  

 入 浴 サ ー ビ ス          ・ご利用者の身体的能力に応じて、衣類の着脱、洗身の介助を  

     行います。  

   ・心身の状態が悪く、入浴ができなかった場合には、清拭など  

     の方法により、ご利用者の身体の清潔に努めます。  

   ・専用車両（車椅子・ストレッチャー対応可）による送迎を行  

 送 迎 サ ー ビ ス           います。  

   ・ご利用者の身体的能力に応じて、移動等の介助を行います。  

 機 能 訓 練          ご利用者の身体状況、障害の程度に応じた機能訓練・行事・レ  

   クリェーション活動を行い、身体機能の低下防止に努めます。  

   看護職員による血圧、脈拍、体温その他の健康チェックを行い  

 健 康 管 理          ご利用者の健康管理に努めます。  

    

   居宅での介護方法、福祉機器の使用方法、介護保険等の諸手続  

 相 談 ・ 助 言 等          きなどご利用者及びご家族のご相談に応じ、可能な限り必要な  

   援助を行います。  

 その他の身体介護  ご利用者の身体的能力に応じて、排泄・移動・整容・養護・そ  

   の他の身体介護を行います。  

 

 

１２．利用料等 

  （１）通所介護費 

     下記の料金表によって、契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除い

た金額（自己負担額）をお支払いください。なお、介護保険負担割合証の負担割合が２割の方は、（）

内の金額が適用されます。また、介護保険負担割合証の負担割合が３割の方は、「」内の金額が適用

されます。 
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① ３時間以上４時間未満の場合の単価 

     
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１．ご契約者の要介護度

とサービス利用料金 ３，７００ ４，２３０ ４，７９０ ５，３３０ ５，８８０ 

２．うち、介護保険から給

付される金額 

３，３３０ 

(２，９６０) 

「２，２２０」 

３，８７０ 

（３，３８４） 

「２，９６１」 

４，３１１ 

（３，８１６） 

「３，３５３」 

４，７９７ 

(４，２６０)

「３，７３１」 

５，２９２ 

(４，７０４)

「４，１１６」 

３．サービス利用に係る

自己負担額 （１－２） 

３７０ 

(７４０) 

「１，１１０」 

４２３ 

(８４６) 

「１，２６９」 

４７９ 

(９５８) 

「１，４３７」 

５３３ 

(１，０６６)

「１，５９９」 

５８８ 

(１，１７６)

「１，７６４」 

 

② ４時間以上５時間未満の場合の単価 

     
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１．ご契約者の要介護度

とサービス利用料金 ３，８８０ ４，４４０ ５，０２０ ５，６６０ ６，１７０ 

２．うち、介護保険から給

付される金額 

３，４９２ 

(３，１０４) 

「２，７１６」 

３，９９６ 

（３，５５２） 

「３，１０８」 

４，５１８ 

（４，０１６） 

「３，５１４」 

５，０９４ 

(４，５２８)

「３，９６２」 

５，５５３ 

(４，９３６)

「４，３１９」 

３．サービス利用に係る

自己負担額 （１－２） 

３８８ 

(７７６) 

「１，１６４」 

４４４ 

(８８８) 

「１，３３２」 

５０１ 

(１，００４) 

「１，５０６」 

５６６ 

(１，１３２)

「１，６９８」 

６１７ 

(１，２３４)

「１，８５１」 

 

③ ５時間以上６時間未満の場合の単価 

     
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１．ご契約者の要介護度

とサービス利用料金 ５，７００ ６，７３０ ７，７７０ ８，８８０ ９，８４０ 

２．うち、介護保険から給

付される金額 

５，１３０ 

(４，５６０) 

「３，９９０」 

６，０５７ 

（５，３８４） 

「４，７１１」 

６，９９３ 

（６，２１６） 

「５，４３９」 

７，９２０ 

(７，０４０)

「６，１６０」 

８，８５６ 

(７，８７２)

「６，８８８」 

３．サービス利用に係る

自己負担額 （１－２） 

５７０ 

(１，１４０) 

「１，７１０」 

６７３ 

(１，３４６) 

「２，０１９」 

７７７ 

(１，５５４) 

「２，３３１」 

８８０ 

(１，７６０)

「２，６４０」 

９８４ 

(１，９６８)

「２，９５２」 
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④ ６時間以上７時間未満の場合の単価 

     
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１．ご契約者の要介護度

とサービス利用料金 ５，８４０ ６，８９０ ７，９６０ ９，０１０ １０，０８０ 

２．うち、介護保険から給

付される金額 

５，２５６ 

(４，６７２) 

「４，０８８」 

６，２０１ 

（５，５１２） 

「４，８２３」 

７，１６４ 

（６，３６８） 

「５，５７２」 

８，１０９ 

(７，２０８)

「６，３０７」 

９，０７２ 

(８，００４)

「７，０５６」 

３．サービス利用に係る

自己負担額 （１－２） 

５８４ 

(１，１６８) 

「１，７５２」 

６８９ 

(１，３７８) 

「２，０６７」 

７９６ 

(１，５９２) 

「２，３８８」 

９０１ 

(１，８０２)

「２，７０３」 

１，００８ 

(２，０１６)

「３，０２４」 

 

⑤ ７時間以上８時間未満の場合の単価 

     
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ 

１．ご契約者の要介護度

とサービス利用料金 ６，５８０ ７，７７０ ９，０００ １０，２３０ １１，４８０ 

２．うち、介護保険から給

付される金額 

５，９２２ 

(５，２６４) 

「４，６０６」 

６，９９３ 

（６，２１６） 

「５，４３９」 

８，１００ 

（７，２００） 

「６，３００」 

９，２０７ 

(８，１８４)

「７，１６１」 

１０，３３２ 

(９，１８４)

「８，０３６」 

３．サービス利用に係る

自己負担額 （１－２） 

６５８ 

(１，３１６) 

「１，９７４」 

７７７ 

(１，５５４) 

「２，３３１」 

９００ 

(１，８００) 

「２，７００」 

１，０２３ 

(２，０４６)

「３，０６９」 

１，１４８ 

(２，２９６)

「３，４４４」 

 

⑥ 入浴を行った場合 

１日につき ４００円 

【介護保険適用時の自己負担額は ４０円（８０円）「１２０円」】 

  

⑦ 個別機能訓練を行った場合 ※利用日の人員配置により、どちらかを算定 

個別機能訓練加算Ⅰイ 1日につき ５６０円 

【介護保険適用時の自己負担額は ５６円（１１２円）「１６８円」】 

個別機能訓練加算Ⅰロ 1日につき ７６０円 

【介護保険適用時の自己負担額は ７６円（１５２円）「２２８円」】 

 

個別機能訓練加算Ⅱ 1か月につき ２００円 

【介護保険適用時の自己負担額は ２０円（４０円）「８００円」】 
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⑧ 認知症度がⅢ以上の方が利用された場合 

１日につき ６００円 

【介護保険適用時の自己負担額は ６０円（１２０円）「１８０円」】 

 

⑨ 若年性認知症利用者を受入れた場合 

       １日につき ６００円  

【介護保険適用時の自己負担額は ６０円（１２０円）「１８０円」】 

 

⑩ 科学的介護推進体制加算 1か月につき ４００円 

【介護保険適用時の自己負担額は ４０円（８０円）「１６０円」】 

 

⑪ サービス提供体制強化加算Ⅰ（昨年度の通所事業所の介護職員の総勤務時間数のうち、当

法人での勤続年数が１０年以上かつ介護福祉士の資格を所有する職員が２５％以上） 

  １回につき ２２０円 

 【介護保険適用時の自己負担額は２２円（４４円）「６６円」】 

  

⑩ 介護職員等処遇改善加算Ⅰとして、所定単位数の合計に９．２％加算されます。 

 

 ※ 全国一律の利用者負担額の変更があった時は、当事業所が利用者に対し、変更前後の一般的な 

   利用料が記載されている利用料金表及び利用者ごとの個別的な利用料を記載した書面を送付す

ることをもって、介護サービス費利用者負担額変更についての当事業所による説明に代えること

といたします。説明後、書面に記載された期限内にサービス利用契約解除の意思表示がなされな

かった場合には、利用者負担額の変更に同意したものとして取り扱います。 

 

（２）介護保険の給付対象外の費用 

      ① 次の金額は､ その全額がご利用者の負担となります｡    

   項    目          内            容                     金    額  

   食事費用  昼食代としてお支払い頂きます。    ６５０円  

 衣類の洗濯・

預かり 

 汚染や独居等で洗濯が困難な場合には、衣類の洗濯を行い

ます（預かりについては無料）。 

１日につき 

５０円 

 

  そ の 他 (1) 当事業所が紙パンツパットを提供した場合には、 

 おむつ代実費相当額をお支払い頂きます。 

(2) その他ご利用者の日常生活に要する費用 

(3) サービス提供時間中に散髪サービスを利用された 

場合には、実費相当額をお支払い頂きます。 

 

 

実費相当額 

 

    ② 通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎については、旧徳地

町境より１㎞ごとに、片道につき２５円をお支払いいただきます。請求に係る距離は、サー

ビスご利用開始前に測定し、金額を算定してお知らせします。 
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（３）その他の費用           

記録の謄写代 
  ご利用者に提供したサービスの記録の謄写を求められた場合には、そ

の謄写に要した実費相当額をお支払い頂きます。 

 

 

１３. 利用料金の支払方法 

    （１） 当事業所では、当サービスをご利用された、翌月の１１日以降に請求書を発行いたします。 

      月末までにお支払いをお願いします。 

   （２） 上記のお支払いについては、ご利用者のご希望に応じ、通帳よりの自動引き落とし又は現金

払いの方法も承ります。この場合には、担当職員にお申し付け下さい。 

 

１４．当事業所の苦情受付体制 

    （１）苦情受付窓口                                                                    

     受付担当者  藤本 亜希子  

 受 付 窓 口          連 絡 先   電話番号    ０８３５－５６－００１０  

                     ＦＡＸ番号    ０８３５－５６－１３０９  

     ※緊急の場合以外は､月～土曜日の９時から１７時までに 

ご連絡下さい｡ 

 

                               

（２）行政機関その他苦情受付機関 

市介護保険担当課       山口市亀山町2番地1号 ０８３－９３４－２７９５ 

市包括支援センター徳地分室  山口市徳地堀1744   ０８３５－５２－０６７０ 

県福祉サービス苦情解決委員会 山口市大手町9－6   ０８３－９２４－２８３７ 

県国民健康保険団体連合会   山口市朝田1980番地7  ０８３－９９５－１０１０ 

※ 受付時間     ８時３０分 ～ １７時 

   

（３）第三者委員 

    当事業所では、地域のお住いの以下の方を第三者委員に選任し、地域住民の立場からサービスに

対するご意見などをいただいています。当事業所への苦情やご意見は「第三者委員」に相談する

こともできます。 

氏 名 住 所 電話番号 

鈴森 正夫 山口県山口市徳地船路５８４ ０８３５－５６－１０３７ 

倉岡 章 山口県山口市徳地柚木２０１３ ０８３５－５８－０００７ 

岡村 利子 山口県山口市徳地野谷１８４８ ０８３５－５６－００１７ 
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１５．虐待の防止について 

 当事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、次に掲げると

おり必要な措置を講じます。 

（1） 虐待防止に関する担当者を選定しています。 

（2） 虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について 職員に周

知徹底を図っています。 

（3） 虐待防止のための指針を整備しています。 

（4） 職員に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（5） サービス提供中に、当該事業所職員または養護者（現に養護している家族・ 

親族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、 

速やかに、これを市町村に通報します。 

 

１６．身体拘束について 

 当事業所では、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等のおそれ

がある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが考えられる時は、

利用者または家族に対して説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で身体拘束を行うことがあ

ります。その場合は、次の手続きにより行います。 

（1） 身体拘束の開始を検討した上で、当該利用者または家族に説明し、同意をいただきます。 

（2） 身体拘束にかかる態様及び時間、その際の当該利用者の心身の状況並びに緊急やむを得な

かった理由を記録します。 

（3） 当該利用者または家族に経過を説明し、その他の方法がなかったか等改善方法を検討しま

す。必要がなくなった場合には、直ちに身体拘束を解きます。 

 

１７．衛生管理等 

（1） 感染症・食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を設立していま

す。 

（2） 感染症・食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備しています。 

（3） 感染症・食中毒の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を実施します。 

（4） 職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

（5） 事業所の設備及び備品について、衛生的な管理に努めます。 

 

１８．業務継続計画の策定等について 

  （1） 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施す

るための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）を策

定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

  （2） 職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施します。 

  （3） 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１９．緊急時等の対応 

       指定通所介護または総合事業通所介護サービスの提供を行っているときに、利用者に病状の急変

が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医又は当事業所の協力医療機関への連絡を行う等

の必要な措置を講ずるものとします。 
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２０．事故発生時の対応・損害賠償 

  （１）事故発生直後の対応                                                               

  事故の発見者は、利用者の状態（意識・呼吸・脈の有無・顔色、怪  

 利用者の状態確認 我の有無及び程度その他）を確認するとともに、周辺の職員及び看  

  護職員を呼び、利用者の生命又は身体の安全を最優先して、必要な  

  臨機の処置を取る。  

 医 療 処 置 看護職員は、主治医の指示に基づく医療処置を行う。  

 責任者への連絡 管理者に事故の発生を速やかに報告し、以後職員は管理者の指示に  

  従う。  

  管理者は、主治医の確認又は指示のもと、管理者自ら又は業務責  

 家族への連絡 任者（苦情受付担当者）又は看護職員を通じて、事故に係る利用者  

  の家族に連絡し、利用者の様態その他その時点で明らかになってい  

  る範囲での事故の状況を説明する。  

  管理者は、必要に応じて、管理者自ら又は業務責任者（苦情受付担  

 関係者への報告 当者）等を通じて次の関係者に報告する。  

  ② 理事長  

  ② 山口県及び市町地域包括支援センター  

    （２）事後処理                                                                          

  業務責任者（苦情受付担当者）及び事故の発見者は、事故の態様・  

 事故報告書の作成 概況・対応・原因分析等を記載した事故報告書を作成し、管理者に  

  報告する。  

 家族への事故の詳細 管理者及び苦情受付担当者は、事故報告書に基づいて、利用者の家  

 報告 族に事故に至った経緯その他の事情など事故の詳細を説明する。  

  管理者は、事故報告書に基づいて、事故に至った経緯その他の事情  

 理事長への報告 など事故の詳細並びに利用者本人及びその家族の申し立てについて  

  理事長に報告の上、以後の処理方針に関する指示を仰ぐ。  

  管理者は、理事長の指示のもと、介護事故予防対策委員会を招集し  

 介護事故予防対策委 事故の原因に応じて今後の再発防止対策並びに今後の事後処理を検  

 員会の開催 討する。  

  本所は、本所の通所介護サービスの提供により、利用者に賠償すべ  

 損 害 賠 償 き事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。  

  加入保険会社 損害保険ジャパン株式会社  
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２１.非常災害対策 

     指定通所介護または介護予防・日常生活支援総合事業通所型独自サービスの提供中に天災その他

の災害が発生した場合、利用者の避難等適切な措置を講じます。また、管理者は、非常災害に関

する具体的計画を立て、周知徹底を図るとともに、定期的に（年１回以上）避難、救出その他必

要な訓練を行います。 

 

２２．当事業所の指定通所介護サービスをご利用頂く上での留意事項 

    （１） ご利用者の通所介護計画等の作成を担当する職員は、（                      ）です。 

          サービス内容の変更、追加等のご希望がありましたら、ご連絡下さい。 

           なお、当事業所の提供するサービスについて、苦情等お困りのことがございましたら、 

     当事業所の苦情受付窓口（TEL ０８３５－５６－００１０ ）までご連絡下さい。 

    （２） ご利用者に、より適切なサービスを提供する為、当サービスの開始時及び必要に応じて 

     主治医等の診断書を提出して頂く場合があります。 

    （３） 当サービスの提供にあたっては、ご利用者に対して健康チェック等を行い、利用不適当 

     と判断した場合には、サービスの提供を中止することがあります。 

    （４） ご利用者の都合により、当サービスの利用を中止される場合は、遅くともご利用予定日 

     当日の８時までにご連絡下さい。 

    （５） ご利用者の当サービス利用の変更にあたって、ご利用希望日が利用定員を超えている等 

     の理由により、ご利用が困難な場合には、他の日にご利用頂くよう協議させて頂くこと 

     があります。 

    （６） ご利用者が要介護状態区分の変更の認定を受けられたときは、当事業所にご連絡下さい。 

 

２３．利用者等の意見を把握する体制、第三者による評価の実施状況等 

  （１）苦情相談窓口を設置し、利用者及び家族の意見を把握しております。 

  （２）第三者による評価の実施状況：なし 
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 指定通所介護サービスの提供に際し、上記のとおり重要事項の説明を行いました。 

 

    年   月   日 

 

 

とくぢ苑デイサービスセンター 職名        氏名              印 

 

 

私は重要事項の説明を受け、指定通所介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

                                 年   月   日 

 

 

   氏 名             印 

 

署名代行者氏名             印 （続柄    ） 

 

署名代行者住所                        


